
平成19年12月橋本市議会定例会会議録（第４号）の２ 

平成19年12月12日（水） 

                                        

（午前９時31分 開議） 

○議長（中上良隆君）おはようございます。 

 ただ今の出席議員数は23人で、定足数に達

しております。 

                     

○議長（中上良隆君）これより本日の会議を

開きます。 

                     

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（中上良隆君）これより日程に入り、

日程第１ 会議録署名議員の指名 を行いま

す。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第81条

の規定により、議長において５番 中西峰雄

君、22番 楠本君の２人を指名いたします。 

                     

 日程第２ 一般質問 

○議長（中上良隆君）日程第２ 一般質問 を

行います。 

 順番15、４番 松浦君。 

〔４番（松浦健次君）登壇〕 

○４番（松浦健次君）私は、次の２点につい

て質問いたします。一つは、去る９月議会に

おける勤勉手当に関する市当局の答弁の疑問

点について、二つ目は、不当要求から職員と

職務の適正を守るための制度の充実をという

観点からであります。 

 まず、現行の勤勉手当、約３億9,500万円の

解釈・運用は、違法であるとなぜ認めないの

かという点から伺います。勤勉手当は、地方

自治法第204条第２項、第３項に定めている。

これを受けて橋本市職員の給与に関する条例

第20条が存在します。その第１項で、「勤勉手

当は、勤務成績に応じて支給する」とありま

す。そして、その構成要件として、１、期間

率、２、成績率の二つを規則で定めておりま

す。問題は成績率であるが、当然ながら条例

第20条第１項の「勤務成績に応じて」という

制限を受ける。ところが、成績率なるものは

存在せず、勤勉である者にも勤勉でない者に

も一律に勤勉手当と称して基本給の約14％弱

を支給している。その額は実に３億9,500万円

にも達している。この実態は、勤勉手当は勤

務成績に応じて支給するという条例第20条の

明文に明らかに反している。法律学辞典によ

ると、「違法とは、法規に対して違反すること」

とある。この点、条例は憲法第94条によって

認められた地方公共団体が制定する自主法で

あるから、紛れもなく法規であります。条例

違反の現行勤勉手当の運用を違法でないとい

う９月議会における市当局の答弁は、サギを

カラスと言うに等しい詭弁ではないかと考え

ます。 

 次に、通告の第２、不当要求から職員と職

務の適正を守る制度の充実をという観点から

伺います。職員が仕事を進める上や意思決定

の過程で感じた不安、疑問、問題点等で、職

員自身が職場で解決することが困難な場合に

ついて、市はいかなる対応をしているのか、

また現状で十分と考えているのかを伺います。 

○議長（中上良隆君）４番 松浦君の一般質

問に対する答弁を求めます。 

 企画部長。 

〔企画部長（吉田長司君）登壇〕 

○企画部長（吉田長司君）議員ご質問の職員

の勤勉手当の件については、さきの９月議会

でもご答弁申し上げたところですが、地方自

治法第204条第２項及び第３項、橋本市職員の

給与に関する条例20条及び橋本市職員の給与

支給に関する規則第２条の２から第２条の６

－153－ 



までにおいて規定しているところでございま

す。また、成績率につきましては、同規則第

２条の６第５項で任命権者が定める規定とさ

れており、任命権者がこの規定により権限を

授けられていますので、現在、標準の成績率

を100分の72.5とし、基準日以前６カ月以内に

地方公務員法の規定による懲戒処分を受けた

職員の成績率を停職処分100分の35、減給処分

100分の45、懲戒処分100分の55として運用し

ています。したがって、勤勉手当の運用は違

法とは考えていませんが、社会・経済情勢を

考慮し、９月議会でご答弁申し上げたとおり、

成績率に反映する人事評価をまず管理職から

導入してまいりたいと考えております。 

 なお、人事評価に基づく運用となりまして

も、制度上勤勉手当の原資の額は、さきの９

月議会でもご答弁申し上げたように、平成18

年度普通会計ベースで約３億6,000万円とな

り、変化しないことを申し添えます。ご理解

賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 次に、不当要求のことについてご答弁申し

上げます。議員のご質問の点につきましては、

不特定多数の住民に対する公共サービス機関

である市役所業務の中では、当然さまざまな

市民要求等を受けますので、職員が個人的に

議員ご指摘のような不安等を感じる場面は

多々あるかと思いますが、通常大半の業務に

ついては、所属長をはじめとする管理監督職

を中心に組織的に解決されているものと考え

ます。しかしながら、いわゆる不当要求が発

生する可能性は十分ありますので、本市では

職場運営上、一定の役割を果たしている課長

補佐職を中心に、不当要求防止責任者を任命

し、県公安委員会主催の講習会に参加させ、

対応方法の研さんに努めているところです。

なお、具体的な事案によっては、顧問弁護士

等にも相談しながら対応しているところです

が、今後とも行政対象暴力等に対しては、警

察や和歌山県暴力団追放県民センターとも連

携をとりながら、毅然とした対応をいたした

いと考えていますので、ご支援賜りますよう

お願い申し上げます。 

○議長（中上良隆君）４番 松浦君、再質問

ありますか。 

 ４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）まず、１番から伺いま

す。任命権者の規則、これによって決められ

ているということですが、任命権者の規則も

条例によって制限を受けるということをご存

じですか、それとも受けないとお考えですか。 

○議長（中上良隆君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）具体的に質問の意

図がわかりにくいんですけども、規則は条例

によって細部を規定するものでございますの

で、規則そのものは条例が根拠法令というこ

とになると思います。 

○議長（中上良隆君）４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）そしたら、条例では勤

務成績に応じて勤勉手当を支給すると。とこ

ろが、規則ではそうなっていませんね。今、

言われたように、一つとして処分を受けた人

に対しては、そういう段階をつけているとい

うお話、これはわかります。処分を受けた人

は年間何人おるんですか。 

○議長（中上良隆君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）これはちょっと古

いですけど、19年６月まで18年の４月からで

ございますけれども、成績率運用の実績は５

人でございます。 

○議長（中上良隆君）４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）処分を受けなかった人

は何人ですか。 

○議長（中上良隆君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）処分を受けなかっ

たというんですか、成績率に反映しない処分

ということで考えたらよろしいですか。職員
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数は一般会計で650人程度ですので、その５人

を引きまして645人。650人をちょっと切れる

程度でございます。 

○議長（中上良隆君）４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）650人として、５人に適

用される成績、そういうことを決めて、650

人全体について決まっているということは言

えますかね。100分の１以下の者を対象として

規定してあることによって、全体をもその規

定によって同様に扱われて成績率で適用して

いるんだと、こういうことが言えますかね。

100分の１ですよ。市民は納得できますかね。 

○議長（中上良隆君）答弁を求めます。 

 企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）成績率の運用をし

ていないか、しているかと言いましたら、100

分の１でもやっているということで、それは

やってないということではないと思います。

ただ、９月議会で言いましたように、人事評

価によるものがまだできていない、めり張り

がついていないということでございますので、

これは必要だということで、９月議会で答弁

させていただいたとおりでございます。 

○議長（中上良隆君）４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）９月議会では、今のこ

れはおかしいということで一歩前進の答弁を

いただいたんですけども、違法ということに

ついては違法でないという答弁だったので、

今、私は質問させていただいております。100

分の１についての規定を全般が正しいんだと

いうようなことは言えない、そして、それは

これから直していく、それはようわかります。

現時点において市当局の任命権者の規定した

規則、定めた規則というのが条例に違反して

いると、これは言えますか、言えませんか。

１％のものをもって大丈夫だと言うか、99％

の何も書いていないと、一律に扱っている、

成績評価していない、これを重視する、どっ

ちが本則だとお考えですか。 

○議長（中上良隆君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）さっきも言いまし

たように、成績率に変化をつけるというのが

100分の１であるかわかりませんけれども、そ

れは今後、人事評価を入れた中で全員対象に

なっていくような形でしていくのが望ましい

形じゃないかというのは私も考えてございま

す。ということで、これが違法か違法でない

かというのにつきましては、違法であるとい

う認識は持ってございません。 

 それと、これは質問にないわけでございま

すけれども、この人事評価の成績率に反映せ

えという考え方が出てきましたのが、ちょう

ど17年度の人勧でございます。それを受けま

して、国家公務員法の改正も国のほうでやら

れておりまして、国家公務員につきましては、

現在、人事評価について実施しているところ

でございます。なお、地方公務員につきまし

ては、今年の５月に閣議決定されまして、地

方公務員法の改正の中で人事評価はやってい

くという具体的な公務員法の改正が閣議決定

されたわけでございますけれども、現在、国

会が通っていないという状況の中で、現在、

地方自治体につきましては、国家公務員法の

改正に準じまして人事評価の施行をやってい

るのが全国的な現状でございます。 

○議長（中上良隆君）４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）私が伺っているのは、

条例がある場合に規則がこれに優先するかと。

条例のほうが優先するというお考えでしたよ

ね。100分の99人に適用されることが一律にな

っているんですよ。要するに全体が一律に評

価されているんです。これが勤務成績に応じ

てと言えますかという話をしているんです。 

○議長（中上良隆君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）条例で定められて

いる細部のことを規則で定めるわけでござい
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ますけれども、その細部について定めが人事

評価についてを入れていく場合は不十分な定

めになっているという現状でございます。 

○議長（中上良隆君）４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）条例は規則の上位規範

でしょう。それに違反するとは言えないんで

すか、今の場合。繰り返して言うのは残念で

すけど、勤務成績に応じて支給すると、こう

なっているんでしょう。それをみんな一律に

やっていると。この前、ワタリのときの話を

出して、それで取り消せと。だれが言ったか

と証明しろと言われたんで、その人に迷惑が

かかったらあかんので取り消しましたけどね。

ああいう事情があるんです。それを一律に勤

勉手当を与えるということは、そういう規則

は条例に違反していませんかと、一般常識か

ら考えておかしくないですかと、違反してい

ませんかということです。 

○議長（中上良隆君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）同じ答弁になるか

と思いますけれども、成績率を運用している

ところで、懲戒処分の部分を運用していると

ころしかできていないというだけのことで、

違反しているということにはなっていないと

いうことで考えてございます。人事評価の部

分が入っていないということだけでございま

して、勤務手当の成績率の運用で処分された

ものが入っているということは、それをやっ

ているということでございます。 

○議長（中上良隆君）４番 松浦君。答弁と

並行するんで、角度を変えて。 

○４番（松浦健次君）えらい開き直られまし

たけど、100分の１について、それが妥当なこ

とを定めて、100分の99について全うでないと

言っているのに、全然問題ないという話です

か。考えられないですけどね。 

○議長（中上良隆君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）問題がないと言っ

ているわけじゃございません。現在の運用は

それしかやれていないと。今後、勤務評価の

部分も成績率に反映すべきであるという考え

は私も持ってございます。 

○議長（中上良隆君）４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）繰り返しになりますけ

ど、現状、今の現在の状態をどうかと私は今

聞いているんです。これから先にどうのこう

のの話じゃなくて、現状の認識としては違法

ではないということですね。そういうことで

すか。では、また市当局のやりとりをいっぺ

ん市民の方にいろいろな形で聞いてみます。

市はこういうことをしているんだと。市民の

人に判断してもらうよりしようがないですね。

市長、それでよろしいですか。 

○議長（中上良隆君）副市長。 

 ４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）市長、答えてください。

副市長は市長の任命によるかもしれませんけ

ども、市民の１票もいただいていない。民主

政治のもとでは最高責任者がきちんとした責

任ある回答をしてください。 

○議長（中上良隆君）市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）松浦議員の再質問にお

答えをしたいと思います。９月議会からこの

問題をいろいろと取り上げていただいておる

わけでございます。私としましても、やはり

今までのやってきておることについては、基

本的には間違っていないとは判断しておるわ

けでございますが、今後、そういう人事評価

等を含めて、新年度から改めるべきことは改

めて、まず管理職からそういう手法でもって

ひとつ評価をしていくべきだという考え方を

持っておるわけであります。 

 以上でございます。 

○議長（中上良隆君）４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）９月議会では21年度４
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月からというお話でしたけども、今回、新年

度からということでよろしいですか。 

○議長（中上良隆君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）人事評価につきま

しては、20年度から施行に入りまして、21年

度から、要するに22年の４月から管理職に適

用していきたいというふうに考えてございま

す。 

○議長（中上良隆君）４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）21年の４月じゃないで

すか。今、22年の４月と言われました。 

○議長（中上良隆君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）すいません、訂正

させていただきたいと思います。20年度に施

行しまして21年度から管理職に実施するとい

うことでございます。 

○議長（中上良隆君）４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）水かけ論になるのでこ

の程度でやめますけれども、私は違法である

と、確信を持って、明々白々のことをそうで

ないというふうに答弁されると極めて不誠実

だと、そう思います。 

 次の質問に移ります。 

 今の答弁、２番目の不当要求の改善、職員

と職務を守ると、こういう質問に対する答弁

としては、管理監督、これを中心にやってい

るから解決されていると、そういうふうにお

っしゃられまして、私もこれを質問する前に

職員課長あるいは総務部長、いろんな幹部の

人たちと話をしましたところ、大丈夫、心配

要らないというようなお話はあったんですけ

ども、私は根も葉もないことを言っているん

じゃなくて、別の部長や課長、あるいは部長

級、課長級の人、係長の皆さん、これは13人

ですけども、いろいろ意見を伺いました。こ

ういう懸念があるんだけれども、どうですか

と聞いたら、ぜひともやってくださいと。あ

んた、そういうことを言うけども、部長、職

員課長はそんなん大丈夫だと言っているよと

言いましたら、あの人たちは実態を知らない

と、ぜひやってくださいと、こういうことを

言われるんです。市としては、１人で抱え込

まないで同僚あるいは上司に相談しなさい、

それで解決しなさいということでやっている

と。これに対しては同僚が見て見ぬふりをす

ると。そんなことを自分で解決できないのか

と思われたくないし、また言われる。だから、

どうしても自分で抱え込む事態も発生する。

そのときに上司に相談したら、そんなもん自

分でやれと、こういうふうになって、私はも

う泣きたくなったと、そういう職員もおりま

した。どうですか、私の認識と、今、答弁さ

れた大丈夫だ、大丈夫だということと。 

○議長（中上良隆君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）他市というんです

か、ほかの自治体も見ましても、要綱をきち

っと制定した中で定期的にそういう会合もや

った中でやっていくというような形が見受け

られます。そういうことで、私どももそうい

う組織体制があるわけでございますけども、

消えかけたような状態になってございまして、

講習会だけ受けているような状況でございま

すので、この部分につきましては、この一般

質問もあったことも機会にして、きちっとや

っていくべきだというふうに考えてございま

す。ということで、今後はその組織等につい

ては充実してまいりたいというふうに考えて

ございます。 

○議長（中上良隆君）４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）具体的にどういう形で

やられるんですかね。頑張ります、一生懸命

やりますと、これはもう聞き飽きているんで

す。具体的にこうこうする、だから大丈夫だ

ということを示してもらえませんか。 

○議長（中上良隆君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）旧の橋本市でござ
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いましたけども、数年前の事件があった後に

不当要求防止に関する要綱ということで制定

して運用してございました。ということで、

合併後、それについての整理ができていない

ような状況でございます。それで、不当要求

防止責任者の任命につきましては、新市の補

佐級を中心にして、32課室所の職員34名につ

いて任命して定期的な講習会には受けさせて

おるわけでございますけれども、肝心の要綱

の部分と組織の部分、もう少しきちっとした

形で整備していかなければいけない部分もご

ざいます。そういうことで、これにつきまし

ては早急に整理しまして、要綱の見直しも１

回考えた中でしていきたいというふうに考え

てございます。 

○議長（中上良隆君）４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）努力を待ちたいと思い

ますけども、例えばこういうことを言われる

んですよ。職員の方の嘆きとしてはね。市の

幹部とすごく親密な方から、おまえ、首にす

るぞと、飛ばしてしまうぞと、そういうこと

を言われて、市当局の事務を遂行するときに、

ほんまに市はわしを守ってくれるんかいなと、

そういう不安が大きいと。そしたら、それな

りの行動をとらざるを得ないと。この人に言

うたら絶対守ってくれる、そういう信頼がな

いんですよ。みんな保身に走り回って守って

くれない、そういう不安を持っている職員も

少なくない。それは、私はぜひともこの点を

改善していただきたいと。僕は職員１人を守

るために市役所全庁挙げて守るべきは守るん

だと。そしたら職員は、市役所はおれの後ろ

についてくれているんだ、市長はじめ組織体

として守ってもらえるんだと一生懸命頑張り

ますけど、おまえ、勝手にやれとか、わしは

知らんと、そんなことで逃げられたらたまっ

たもんじゃない。ぜひともお願いします。 

 和歌山市で一つの例として、これは産経新

聞の11月17日の話なんですけども、公共工事

入札をめぐって不当要求があったと。これに

ついての記事を読ませていただきますので、

参考にしてくださいね。 

 「市の公益通報制度に基づく通報があり、

市が調査をしていた。人事課によると、今年

７月、匿名の市職員から外部相談員の弁護士

あてに郵送で届いた通報によると、複数の団

体役員が、４月、市管理の施設の修繕工事に

ついて発注価格を随意契約となる50万円以下

に抑え、役員の意に沿った業者に受注される

よう市側に要求をしてきた。また、役員らが

市発注の修繕工事などについて事前報告を求

めたり、業者選定に関与したりしているほか、

団体の催し物に市幹部職員の参加を強要した

と指摘した。調査では、幹部数人が祭事、催

し物に出席して寄附金などを支払った事実が

判明したが、参加の強要や事前報告について

は確認できなかったという。市は刑法の強要

罪などには当たらないとして刑事告発は行わ

ない方針だが、今後は外部からの要請や要求

は文書化し、場合によっては録音することも

指導。前述の幹部の行為については、職員倫

理規定には違反していないが好ましい行為で

はない。人事課」こういう記事があるんです

けどね。いろんな形で市職員に働きかけがあ

ると思うんです。 

 私なりに勉強させてもらったことで即、気

がついたのは、言うたら不利益になると、何

かにかかわったら自分が損だと、だから表へ

出ないと、見て見ぬふりをすると、こういう

傾向も事実としてあるように思うんです。そ

れで、ここにもありますように、だれかに匿

名ででも訴えたら、それなりに処理してもら

える、解決に誠意を持ってやってもらえる、

守ってもらえる、そういう制度をつくっては

どうですか。しかも、匿名というのは、自分

のことだけじゃなくて、仮に５人なら５人、
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10人なら10人の職場があって、１人が集中攻

撃を受けているときに、その人が訴えなくて

も、周りの人が匿名ででも、あの子、困って

るで、何とかしてあげてくださいよという感

じで匿名で通報できるような制度というのは

できないもんですかね。本人がだれが通報し

たかわかったら、あるいはかかわったかがわ

かったら自分が不利益をこうむる、だから言

わない、かかわらない、私が聞いたところ、

そういう実態があるので、その人を守るため

にも、職務を守るためにも、そういう制度を

明確に認めて、あるんなら運用をきちんとし

てもらって、なければ明確に制定してもらう。

そういう考えはいかがですか。 

○議長（中上良隆君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）いわゆる不当要求

行為の防止に関する手引き書というのがござ

います。そういうことで、要綱があるという

のが職員に浸透してございませんので、これ

らの整理をせんなんところもありますけども、

それも含めてできるだけ早い時期にそれを職

員に浸透するような形で、その手引き書の中

にはどういう形で対処するということも書い

てございますので、そういう部分をよく職員

に知らしめるような形のものをしていきたい

し、考えてございます。それはぜひとも必要

なことというふうに考えてございます。 

○議長（中上良隆君）４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）制度がある、決まりが

あると。それがきちんと趣旨どおり機能して

くれていたら何も問題はないんですけども、

機能しないところに問題がある。なぜ機能し

ないのか。その辺のところを原因を明らかに

していただいて、有効な手続き、あるいは制

度改善をとっていただきたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

 終わります。ありがとうございました。 

○議長（中上良隆君）これをもって、４番 松

浦君の一般質問は終わりました。 
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